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１ はじめに 

 

○ 葉山町子ども・子育て会議は、平成 24 年８月に成立した子ど

も・子育て支援法に基づき、平成 25 年３月に葉山町の条例で設

置された審議会です。 

 

○ 子ども・子育て会議では、当事者をはじめとした関係者を巻き

込んで、その自治体の子ども・子育て施策について議論すること

が期待されており、全国の市町村で設置が進んでいます。 

 

○ 葉山町の子ども・子育て会議では、平成 25 年度・平成 26 年度

は、平成 27 年度から本格施行される子ども・子育て支援新制度

の準備作業を中心に審議していますが、そのほか町の子ども・子

育て支援施策全般についても幅広く議論を行っています。 

 

○ 今回の中間報告は、葉山町子ども・子育て会議条例第２条の規

定に基づき、これまで議論した内容について審議会から町長へ報

告するものです1。 

 

○ 今回の報告内容は、葉山町の子ども・子育て支援施策について、

大きく３つの課題を指摘したものになります。最終的な報告書は、

子ども・子育て支援新制度への対応もふまえて、平成 26 年度末

に提出する予定です。 

 

○ 審議会の構成員には、一般の町民の方も入っており、率直かつ

切実な意見も盛り込まれています。審議会での検討状況をふまえ

て、町の子ども・子育て支援施策への反映についてご検討いただ

ければ幸いです。 

  

                                                   
1 葉山町子ども・子育て会議条例第２条に、「審議会は、次の各号に掲げる事項
につき町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を建議

するものとする。…（省略）…（４）子ども・子育て支援に関する施策の総

合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関するこ

と」とあります。 
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２ 検討状況 

 

（１）会議の概要 

 

○ 本審議会の委員は、有識者（学識経験者）、子育て当事者（一

般町民）、事業者（教育・保育）、関係機関など全員で 20 名、様々

な立場の人から構成されています。 

 

○ 平成 25 年度の会議は、次のスケジュールで４回開催されまし

た。 

 

回数 開催年月日 議事内容（主な内容） 

第１回 

平成 25 年 

７月 22 日（月） 

10～12 時 

○ 会長、副会長の選出 

○ 子ども・子育て関連３法に

ついて 

○ 次世代育成支援行動計画の

実施状況について 

○ 就学前児童ニーズ調査につ

いて 

第２回 

平成 25 年 

９月９日（月） 

13～15 時 

○ 次世代育成支援行動計画の

実施状況について 

○ 就学前児童ニーズ調査につ

いて 

第３回 

平成 25 年 

11 月 25 日（月） 

10～12 時 

○ 就学前児童ニーズ調査につ

いて 

○ 小学生対象ニーズ調査につ

いて 

○ 保育の必要性について 

第４回 

平成 26 年 

３月３日（月） 

13～15 時 

○ ニーズ調査の結果について 

○ 今後の放課後事業（学童ク

ラブ）の検討について 

○ 中間報告について 
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（２）中間報告の趣旨 

 

○ 審議会では、事務局からの要請により、平成 27 年度から本格

施行される子ども・子育て支援新制度（以下、新制度）の準備作

業を中心に議論を行いました2。あわせて、次世代育成支援行動

計画3の点検・評価などを通じて、葉山町の子ども・子育て施策

全般についても議論が及びました。 

 

○ 会議で話題に上がったことは多岐にわたりますが、委員の関心

事は相当程度重なり、大きく次の３つの分野に議論が集中しまし

た。 

（１）子どもの遊びの環境について 

（２）放課後の居場所づくりについて 

（３）保育・子育て支援等の担い手の確保について 

 

○ この３つは大きな課題であり、平成 27 年度の新制度への移行

にかかわらず、葉山町として早急な対応が求められていると思わ

れます。また、児童福祉の所管部署だけでは解決困難なものもあ

り、庁内横断での取り組みが必要と考えられます。 

 

○ 次頁以降では、３つの課題について、①現状と課題、②今後求

められる施策（方向性）の観点から、会議での検討状況について

述べていきます。 

 

 

  

                                                   
2 平成 24 年８月に子ども・子育て支援法を含む「子ども・子育て関連３法」が

成立しました。この関連３法に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子

ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とした「子ども・子育て支援

新制度」が平成 27年度から本格施行される予定です。全国の市町村では、平成

25年度・平成 26年度の２年間をかけて、「子ども・子育て支援事業計画」の策

定や各種基準を条例等で整備することとなっています。 

 
3 次世代育成支援対策推進法に基づき、地方公共団体が策定する次世代育成支援

のための行動計画。前期計画は平成 17年度～21年度、後期計画は平成 22年度

～平成 26年度。 
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３ 子どもの遊びの環境について 

 

（１）現状と課題 

 

○ 町内には、子どもが気軽に自由に遊びに行ける場所が少ないよ

うに感じられます。特に、公園の利便性がよくありません。 

 

○ 町内には、一般公園・児童遊園が 62 ヶ所、都市公園も複数あ

りますが、①公園の場所そのものがみつけられない、②公園の面

積が小さい、③公園の遊具が不足しているなど、実際に子どもが

遊び場として利用できるものは少ない状況です。 

 

○ また、公園に限らず、自転車の練習やボール遊びをする広いス

ペースが少ないことも問題です。子どもたちが近所の人に怒られ

ながら、制約のある中で遊んでいるのが現状です。 

 

○ 現行の次世代育成支援行動計画（後期計画）を策定した際のア

ンケート調査でもこの傾向は示されており、「就学前の子育てで

問題となること」という問いに対し、「安心して子どもを遊ばせ

られる場所がないこと」の回答が 41.9％となっています4。約５

年が経過した現在でも、その状況はあまり変わっていないように

感じられます。 

 

○ 現に、平成 25 年 11 月に実施された未就学児童の保護者向けの

アンケート調査では、「子どもの遊びの環境について困っている

こと」という問いに対し、「子どもが屋外で遊べる場所（公園な

ど）が少ない」の選択肢を選んだ人が 60.8％となっています5。 

 

 

 

                                                   
4 『葉山町次世代育成支援行動計画（後期計画）』70頁。 

 
5 『子ども・子育て支援新制度に関するアンケート調査』５頁、問 14。『葉山町

子ども・子育て支援新制度に関するアンケート調査報告書』22頁。 
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（２）求められる方向性 

 

ア 既存施設の周知 

○ 現在、町内にある公園の場所について、一般町民への情報提供

が足りていないように思われます。現状では、はやまキッズ＆ベ

ビーガイド『葉みんぐ』でしか場所を確認することができないた

め6、町のホームページなどで広く周知が必要です。 

 

イ 既存施設の見直し 

○ 現在の公園の場所、規模、状況を精査して、見直しを行うべき

だと思われます。見直しの際は、公園を子どもの遊び場として重

要な存在と位置づけ、現在ある施設について、安全性、有効性、

有用性、利便性などの観点から検討する必要があります。 

 

○ 財政状況に応じて、利用頻度の高い公園について遊具を重点的

に整備するなど、極力、利便性を高めるよう努めることが必要で

す。 

 

ウ 土地開発の際の検討 

○ また、今後に向けて、まちづくり条例などで、土地開発を行う

際に設置される公園について、できるだけ利便性の高い場所や規

模になるような検討を行う必要があると考えられます7。現在ま

でに設置された公園をみると、住民目線に立った場所や規模にな

っていないと思われます。 

 

エ 町有地を活用した遊び場の確保 

○ さらに、町有地を活用するなどして、自転車の練習やボール遊

びができる広いスペースが確保できるか検討の必要があります。 

 

  

                                                   
6 はやまキッズ＆ベビーガイド『葉みんぐ』６-11 頁、葉山町公園お散歩マップ。 

 
7 現行では、葉山町まちづくり条例第 32条、葉山町まちづくり条例施行規則第

26条に開発事業を行う場合の公園の設置に関する基準があります。 
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４ 放課後の居場所づくりについて 

 

（１）現状と課題 

 

○ 現在、葉山町では両親の就労等による留守家庭児の学童クラブ

を児童館等で実施しています。 

 

○ 学童クラブが無料であることの利点の一方で、①預かり時間が

短い、②おやつが持参である、③学童クラブと児童館に遊びに来

ている人との区別がつきにくい、などの課題もあります。これら

のことが、学童クラブに子どもを預けている保護者の不安要素の

一つとなっています。 

 

○ また、学童クラブの提供場所が児童館に限られているため、留

守家庭児であっても児童館から離れた場所に住んでいる人は、安

全面や子どもの負担の観点から利用することが難しくなってい

ます。 

 

○ このほか、留守家庭児以外の子どもについても、町内に遊び場

が少ないことで、放課後の過ごし方が制約されている現状があり

ます。 

 

○ 放課後の学校施設（校庭など）の利用は、一度自宅に帰宅して、

再度学校へ来ることが前提になっています。しかし、学校から離

れた場所に住んでいる子どもにとっては負担が大きく、子どもの

遊びの場の制約につながっています。 

 

 

（２）求められる方向性 

 

ア 供給量の拡充 

○ 保育園を利用する子どもが増え、その子たちが小学校へ進学す

ることをふまえると、学童クラブのさらなる体制整備が必要にな

ります。平成 27 年度から施行される新制度では、学童クラブの 
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対象が小学校３年生から６年生まで拡大されることになってお

り8、まずは全体の供給量を増やす必要があります。 

 

イ 提供場所の見直し 

○ また、現行の学童クラブは、児童館から離れたところに住んで

いる人にとって利用しづらい点をふまえて、小学校またはその近

隣での学童クラブの実施について検討が必要です。小学校に余裕

教室などのスペースがあるのであれば、積極的な検討が行われる

べきと思われます。 

 

ウ 多様な選択肢の検討 

○ 学童クラブの供給量や実施場所の問題が解決した場合、次のス

テップとして、保護者の選択肢を増やすことの検討が必要です。

有料であってもより高い質を求める保護者のために、現行の学童

クラブのほかに、民間団体の活用なども視野に入れた検討が必要

と思われます。 

 

エ 全児対象の放課後事業の検討 

○ また、近隣自治体では、留守家庭児だけでなく、全児を対象と

した放課後事業が行われています9。子どもの遊び場が限られて

いる現状をふまえると、葉山町でもこうした事業を希望する保護

者は多いと思われ、必要性などについて検討が必要と思われます。 

 

○ 全児対象の放課後事業の検討の際には、平成 22 年度から平成

23 年度まで葉山小学校で実施された「子どもの放課後の居場所

試行事業」の結果をふまえる必要があります。実施する場合は、

①毎日利用でき、②登録や利用に際して簡易な手続で済むこと、

が望ましいと思われます。 

  

                                                   
8 平成 24 年８月に改正、平成 27年４月に施行予定の改正児童福祉法第６条の３

では、放課後児童健全育成事業の対象が、「小学校に就学しているおおむね十歳

未満の児童」から「小学校に就学している児童」に改められます。 

 
9 学校開放型の放課後事業として、横浜市「はまっ子ふれあいスクール」、川崎

市「わくわくプラザ」、逗子市「ふれあいスクール」などの例があります。 
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５ 保育・子育て支援等の担い手の確保について 

 

（１）現状と課題 

 

○ 現在、町内の認可保育所で保育士などの確保が難しくなってい

ます。また、保育ママや託児などについても担い手が見つからな

い状況が続いています。 

 

○ 平成25年11月に実施された未就学児童の保護者向けのアンケ

ート調査では、「子育てをする上での不安、困りごと」という問

いに対し、「気軽に託児を利用できる場所が少ない」の選択肢を

選んだ人が 32.4％となっています10。 

 

○ 地域住民が子どもを預かる相互援助活動のファミリー・サポー

ト・センターについても、子どもを預けたい依頼会員は増加傾向

にありますが、支援会員として活動できる人は限られている状況

です。 

 

○ 総じて、町の子ども・子育て施策を進めるにあたって、担い手

不足が深刻になっていると考えられます。 

 

○ また、町内には民間の子育て支援団体が多くありますが、行政

との連携の形は委託等にとどまり、住民との協働という観点では

積極的な連携は行われていません。 

 

 

 

 

                                                   
10 『子ども・子育て支援新制度に関するアンケート調査』５頁、問 13。『葉山町

子ども・子育て支援新制度に関するアンケート調査報告書』20頁。 
 



9 

（２）求められる方向性 

 

ア 町独自の人材確保の検討 

○ 保育士の確保については、国や県で検討が行われ、処遇改善11や 

人材バンクの創設12の議論が進められています。看護師や介護師

など他分野での潜在的資格者の掘り起こしの取り組みなどを参

考にして、町でも対応可能な取組みがないか検討が必要と思われ

ます。 

 

イ 祖父母世代へのアプローチ 

○ 地域には、子育てに関心のある祖父母世代も多くいると思われ

ます。町で人材の募集・育成を行う場合は、既存の担い手の年齢

層にとらわれず、こうした層へ積極的な呼びかけをしていくこと

も重要です。例えば、町内会やシルバー人材センターを通じて意

識調査などを行い、どのくらいの意向があるか把握すべきと思わ

れます。 

 

ウ 民間の子育て支援団体との連携 

○ 町内の子育て支援団体と連携することで、町の子ども・子育て

施策についても相乗的な効果が得られると思われます。すでに各

地で、子育て支援団体の当事者性を活用するなど、様々な形で行

政と連携した事業が進められています。葉山町においても、こう

した取り組み例を参考にして、まずはどのような連携のあり方が

よいか丁寧に検討を行うべきだと思われます。 

 

  

                                                   
11 すでに、安心こども基金で、保育士確保施策の拡充、保育士の資格取得と継

続雇用の強化及び保育士の処遇改善について、事業の新設及び拡充が行われて

います。また、社会保障と税の一体改革により、消費税率 10パーセントの引き

上げによる増収分のうち、約 3,000 億円が、保育士の配置や処遇改善など保育

の質の改善の分野に充てられる予定です。 

 
12 平成 26 年１月に、横浜駅西口のかながわ県民センター内に「かながわ保育士・

保育所支援センター」が開設され、保育士人材バンクや再就職支援コーディネ

ートなどの業務を行っています。 
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６ 少数意見 

 

 今回は集約できませんでしたが、前述の３つの課題について、特

筆すべき少数意見もありました。以下、参考に紹介します。 

 

 

（１）子どもの遊びの環境について 

 

○ 遊びというのは、場所だけの問題ではありません。遊び方とか

遊ぶ道具とかどうやって子ども同士で関わるとかいろいろ問題

があります。 

 

○ 保育園で行くには、いい公園がたくさんあります。広かったり

散歩できたり、みんなで行ってみんなで帰ってくるにはいい場所

がたくさんあります。 

 

○ 形を整えることも大切ですが、今ある資源の中で、いかに多様

に、臨機応変に対応していくかを考えていくことも大切です。遊

び場所の問題についても、町内にはたくさん遊び場があるのにも

かかわらず、遊び場所が少ないといった意見が出るのは、友だち

と出会える遊び場がないとか、遊べる遊具がたくさんある公園が

ないなど、もっと工夫や努力をすればクリアできる問題ではない

かと思います。そもそも子どもたち自身は遊び場がないと感じて

いるのでしょうか。 

 

 

（２）放課後の居場所づくりについて 

 

○ （学童クラブを実施している経験から言うと、）小学校６年生

まで学童クラブをやることの意味がすごくあります13。上下の関

わりが今の子どもたちにとても大事だと思います。そうした意味 

 

                                                   
13 葉山町では、町で実施しているもののほかに、民間団体の学童クラブとして、

おひさま学童あおぞらと風の子学童クラブがあります。 
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でも、小学校で学童クラブ（または放課後の居場所づくり）を実

施してほしいです。 

 

 

（３）保育・子育て支援等の担い手の確保について 

 

○ 保育の枠が広がることについては賛成ですが、保育士や栄養士

という担い手が確保できることが第一に必要であり、国がこの点

にどう対応していくかが重要です。「保育士」国家試験の内容緩

和や「準保育士」制度の導入など、担い手の確保が必須だと思い

ます。 

 

○ 潜在的な担い手を探すときにどうやって探すかというと、今仕

事を離れているから、またはもう忘れているからできないなどの

理由があります。講習とか教育を受けられる場があればやってみ

てもいいという人がたくさんいると思います。 

 

○ 担い手の確保は切実な課題です。保育士の確保（人数と質の両

方からの）は、大学や専門学校だけでなく、中学校や高等学校も

含めた教育機関と具体的な養成システムを立ち上げるくらいの

取組みが必要になると思います。 
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７ おわりに 

 

○ 今回は、中間報告ということで、審議会の委員が特に重要と考

えた３つの課題について中心に報告しました。平成 26 年度末に

は、最終報告として、子ども・子育て支援新制度の施行をふまえ

て、保育サービスの充実、需給計画なども含めた報告を行う予定

です。 

 

○ 現在、葉山町では若い世代の転入が続き、認可保育所の待機児

童数も増加傾向にある14など、ここ数年で町のかたちが変わりつ

つあります。こうした点をふまえて、町は今後の子ども・子育て

施策を検討していく必要があります。 

 

○ 町長は、平成 25 年、平成 26 年は「子育て」を重点テーマに取

り組みを進める方針とのことです15。葉山町の当初予算をみると、

平成 25 年度は小児医療費助成の対象者拡大、平成 26 年度は妊婦

健診補助金の増などが盛り込まれており、子育て施策に重点がお

かれていることがわかります。 

 

○ 今回の中間報告の内容についても是非ご検討いただき、今後の

取り組みに加味していただけたら幸いです。町長のリーダーシッ

プの下、葉山町の子どものため、スピード感を持った取り組みが

なされることを願っております。 

 

 

 

                                                   
14 各年度の４月１日時点でみると、平成 23年度は 19人、平成 24年度は 26人、

平成 25年度は 30人。 

 
15 『広報はやま』（2014 年１月号）２頁。 



＜葉山町内の公園の一覧＞

地区 番号 名前 住所 備考

1 ヤシノキ公園 長柄634-14 遊具あり

2 芳ヶ久保児童遊園 長柄768-8 遊具あり

3 松久保公園 長柄1387-3 遊具あり

4 汐見児童遊園 長柄677-32 遊具あり

5 富士見児童遊園 長柄705-11 遊具あり

6 葉桜中央児童遊園 長柄1461-154 遊具あり

7 葉桜児童遊園 長柄1461-25

8 ジャングルジム公園 長柄1601-179

9 ケヤキ公園 長柄1601-157 遊具あり

10 あやめ公園 長柄1601-219

11 すみれ公園 長柄1642-23 遊具あり

12 象さん公園 長柄1642-118 遊具あり

13 山ゆり公園 長柄1642-177 遊具あり

14 イトーピア中央公園 長柄1642-276

15 イトーピア児童遊園 長柄1642-276 遊具あり

16 プラタナス公園 長柄1642-220 遊具あり

17 さつき公園 長柄1642-477

18 アベリア公園 長柄1642-462 遊具あり

都市公園 南郷上ノ山公園 長柄1888-1

1 芝公園 堀内2184-43

2 戸根山児童遊園 堀内2184-11 遊具あり

3 花の木公園 堀内2145

4 つつじヶ丘児童遊園 堀内1735-88 遊具あり

堀内地区

長柄地区
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地区 番号 名前 住所 備考

5 東伏見東公園 堀内2100-196 遊具あり

6 東伏見中央公園 堀内1950-66

7 東伏見西公園 堀内1950-105 遊具あり

8 あじさい公園 堀内1537

9 元町児童遊園 堀内851-2 遊具あり

10 堀内児童遊園 堀内510-4 遊具あり

11 港町児童遊園 堀内328-1 遊具あり

12 鐙摺児童遊園 堀内47-1 遊具あり

13 ミモザ公園 堀内1755-3

14 鐙摺東公園 堀内75-5

15 葉山ガーデニア広場 堀内1165-7

16 堀内防災広場（上段） 堀内774-1 遊具あり

1 日影一色丘公園 一色738-7

2 一色台中央公園 一色720-55 遊具あり

3 一色台西公園 一色720-60 遊具あり

4 砂場公園 一色530-145 遊具あり

5 一色岡公園 一色489-4

6 丘の上公園 一色488-14 遊具あり

7 四ツ角公園 一色178-4 遊具あり

8 谷公園 一色63-33

9 サワラ公園 一色59-26 遊具あり

10 パーゴラ公園 一色59-37

11 ヒマラヤスギ公園 一色71-80 遊具あり

12 なんてん公園 一色1314-32

13 平松公園 一色1345-13

堀内地区

一色地区
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地区 番号 名前 住所 備考

14 菖蒲沢公園 一色1750-9 遊具あり

15 上原公園 一色1854-16 遊具あり

16 日影公園 一色887-2

17 一色公園 一色2038-1 遊具あり

18 芝崎公園 一色2444-6 遊具あり

19 芝崎西公園 一色2512-58 遊具あり

20 芝崎ポケットパーク 一色2512-59

都市公園 葉山しおさい公園 一色2123-1

都市公園 主馬寮公園 一色1945-29

都市公園 はやま三ケ岡山緑地 一色1600

1 一色台東公園 下山口503

2 白石公園 下山口1747-44 遊具あり

都市公園 湘南国際村グリーンパーク２号 下山口7-9

都市公園 葉山公園 下山口1443-1

1 上山口公園 上山口2626 遊具あり

都市公園 湘南国際村グリーンパーク１号 上山口1560-91

1 あらく児童遊園 木古庭1696-5 遊具あり

2 入児童遊園 木古庭248

3 木古庭公園 木古庭1652-1

4 ふれあい公園 木古庭1366 遊具あり

5 沢田児童遊園 木古庭645-6 遊具あり

※　はやまキッズ＆ベビーガイド『葉みんぐ』６－11頁、葉山町公園お散歩マップ

　を加工して作成。内容は、平成24年９月24日現在のもの。

上山口地区

木古庭地区

一色地区

下山口地区
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学童クラブ全児童対策事業

＜放課後事業の類型の整理＞

放課後事業

全児対象か留守家庭児対象か

全児対象 留守家庭児対象

どこで提供するか どこで提供するか

児童館
学校

（敷地内）
学校

（敷地内）
それ以外

自治体独自の
放課後事業

学童クラブ
（学校）

学童クラブ
（それ以外）

一体型
（時間による
切り替え）

現行・葉山型
　新制度施行に伴い、放課後
　児童クラブの具体的基準あり

放課後
子ども教室

横浜：はまっ子ふれあいス

クール

川崎：わくわくプラザ

逗子：ふれあいスクール

横浜：放課

後キッズクラ

ブ

（学校開放型の放課後事業）
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学校 公共施設 町有地 その他

新しい実施場所
の検討

＜葉山町の学童クラブの対応イメージ＞

現行の課題 新制度への対応

有料化

供給量の拡大時間延長 おやつの提供 専用スペース 基準への適合

27年4月までに
点検・見直し

引続き検討 民間団体の誘致提供場所の確保

17
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（７）子どもの遊びの環境について困っていること 

子どもの遊びの環境について困っていることを複数回答でたずねたところ、「子どもが屋外で遊べる

場所（公園など）が少ない」（60.8％）が約６割で最も高くなっています。以下、「子どもが屋外で遊べ

る場所（公園など）の環境が悪い」（22.8％）、「子どもが屋内で遊べる場所（児童館など）が少ない」

（18.7％）などと続いています。一方、「特にない」は25.4％となっています。 

 

 

図表０-1 子どもの遊びの環境について困っていること 

 

 

 

 

 

n=(1,136)  

子どもが屋外で遊べる場所（公園など）が少ない

子どもが屋内で遊べる場所（児童館など）が少ない

子どもが屋外で遊べる場所（公園など）の環境が悪い

子どもが屋内で遊べる場所（児童館など）の環境が悪い

遊び方がわからない

その他

特にない

無回答

60.8

18.7

22.8

7.0

1.8

6.3

25.4

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)
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（６）子育てする上で不安に感じている、困っていること 

子育てする上で不安に感じていることや困っていることを複数回答でたずねたところ、「保育料・教

育費が高い」（44.9％）と「子どもの心の育ち」（41.4％）が４割を超えて高くなっています。以下、「気

軽に託児を利用できる場所が少ない」（32.4％）、「子どもの食事」（23.3％）、「子どもの病気」（20.9％）

などと続いています。 

 

 

図表０-１ 子育てする上で不安に感じている、困っていること 

 

 

 

 

 

n=(1,136)  

子どもの体の育ち

子どもの心の育ち

子どもの食事

子どもの病気

子どものアレルギー

保育所に入れない

保育料・教育費が高い

子育ての情報が得られない

気軽に相談できる先が少ない

気軽に託児を利用できる場所が少ない

その他

特にない

無回答

17.8

41.4

23.3

20.9

13.9

11.1

44.9

6.6

6.1

32.4

7.0

11.4

2.0

0 10 20 30 40 50 (%)
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 葉山町子ども・子育て会議条例をここに公布する。 

 

  平成 25 年３月 15 日 

 

葉山町長 山 梨 崇 仁 

 

葉山町条例第 10 号 

 

葉山町子ども・子育て会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 77 条第１項の規定

に基づき、葉山町子ども・子育て会議（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次の各号に掲げる事項につき町長の諮問に応じて調査審議し、

その結果を答申し、又は意見を建議するものとする。 

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(３) 葉山町子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(４) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町

長が委嘱する。 

(１) 子どもの保護者 

(２) 子ども・子育て支援に関する関係団体の推薦を受けた者 

(３) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(４) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(５) 関係行政機関の職員 

(６) その他町長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
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その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。 

（葉山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 葉山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年葉山町条

例第 201 号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「 

地域福祉計画策定委員会委員 規則で定める額 

予防接種健康被害調査委員会委員 規則で定める額 

」を 

「 

地域福祉計画策定委員会委員 規則で定める額 

子ども・子育て会議委員 規則で定める額 

予防接種健康被害調査委員会委員 規則で定める額 

」に改める。 
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葉山町子ども・子育て会議運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、葉山町子ども・子育て会議条例（平成 25年葉山町条例第

10号）に基づき設置された葉山町子ども・子育て会議（以下、「審議会」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（会議） 

第２条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の

決するところによる。 

 

（協力の要請） 

第３条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

 

（秘密の保持） 

第４条 委員は、委員会において知り得た個人の情報について、他に漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、子ども育成課において処理する。 

 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成 25年７月 22日から施行する。 
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葉山町子ども・子育て会議委員名簿 

 

委嘱期間 平成 25年６月１日～平成 28年５月 31日  

氏 名 所 属 

鈴木 力 関東学院大学准教授 

武谷 廣子 医師（葉山町母子保健健診医） 

松尾 真弓 葉山にこにこ保育園（認可保育所） 

角井 行雄 あおぞら幼稚園（逗葉私立幼稚園協会） 

柴田 みゆき 保育園父母代表 

木下 智美 幼稚園父母代表 

横田 眞澄 葉山町主任児童委員（平成 25年６月１日～11月 30 日） 

鹿嶋 千尋 葉山町主任児童委員（平成 25年 12 月１日～） 

野北 康子 ＮＰＯ法人 葉山っ子すくすくパラダイス 

森田 千穂 子育て支援の会 おひさま保育室（認定保育施設） 

倉上 みゆき 葉山地区ＰＴＡ連絡協議会 

井上 恵子 学童保育父母代表 

菅原 美子 公募委員 

鈴木 佳野 公募委員 

山浦 彩子 葉山町子育て支援センター ぽけっと 

守屋 浩子 葉山保育園（公立保育所） 

中世 貴三 一色小学校（小学校長会代表） 

加藤 智史 葉山町社会福祉協議会 

寺田 勝昭 鎌倉三浦地域児童相談所 

佐藤 弘美 鎌倉保健福祉事務所 

沼田 茂昭 葉山町教育委員会生涯学習課 

（順不同、敬称略）  


